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援助でもある。そこで，われわれ看護師は科

学的思考の下，患者に適した看護となるよう，

効率性の高いやり方でそれらの具現化に努め

ている。

そして，看護実践は，評価に値するもので

なければならない。看護実践には根拠（いわ

ゆるエピデンス）があり，アウトカムが保証

され，患者と家族からの信頼と満足が得られ

るものでなければならないのである。もちろ

ん，看護師の満足が得られるものでもありた

いし，チーム医療の側面からも，社会の人々

からも評価されるものでもありたい。そのた

め，これら看護実践を評価する機能が，看護

記録に備わっているかを評価する必要がある

のである。

蟻はじめに

基礎固め編では，看護過程の展開と看護記

録の有機的なリンクを考えていろ。

本稿では，看護における評価が必要と考え

られるようになった背景と現状について検討

しよう。

■看護実践を評価するための
記録

看護記録は，医療を取り巻く種々の社会的

な要因や医療の進歩・発展に影響を受けなが

ら，少しずつ改良されてきている。改良の根

底にあるのは，「よりよい看護実践をしたい」

｢実践した看護を記録に残して次の看護実践

につなげたい」「看護記録をもっと効率よく

書けないか」「看護記録に費やす時間を節約

してケアの時間に当てるべきではないか」

｢看護実践を記録に残すことで看護の評価を

受けよう」というような，看護の質を高める

取り組みへの熱い思いではないだろうか。

「よい看護実践」とは，患者の病気の回復，

または健康の維持・増進，疾病の予防を目的

に，患者が自立した生活を営めるように支援

する活動である。あるいは，安らかな死への

鞠看護と看護記録の評価に
影響を与えたもの

～評価を視野に据えると

見えてくるもの

１）ナイチンゲールが説く看護

近代看護の創始者であるフローレンス・ナ

イチンゲール（FlorenceNightingale）が著

した『看護覚え書』（1859）ではｊ観察の重

要性が指摘され，看護師教育のABCを学ぶ
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③疾病の正しい診断を下すための大切な資料

④患者に行われたすべての処置,投薬看護

並びに観察されたあらゆる事項の記録

⑤医療従事者，ことに医師,看護師の教育，

研究，勉学のための非常に貴重な資料

⑥法律上の諸問題に対する証拠書類

病床曰誌の種類としては，体温表,病歴,経

過記録,命令書（指示書)，検査物の結果報告

書の５種類が紹介されており，当時から複数

の看護記録を書いていたことがうかがえろ。

そして，患者の病床日誌は看護師が保管し，

破損，紛失のないよう，その取り扱いには十

分注意しなければならないと述べられていろ。

当時は，､時間軸に沿って患者に起きた出来

事（治療や看護ケア，処置など）を健康上の

歴史として記録にとどめておくという考え方

であった。現在，看護界で活躍している看護

師の皆さんは，このテキストで述べられた内

容の影響を少なからず受けていろと思われる。

なぜなら，看護は先輩から後輩へと継承され

ていくからである。

もし看護実践を記録に残さなかったとした

ら，行った看護は記憶に残るだけで，実態と

しては消えてしまい，それを証明する手段を

手放してしまうことになる。もちろん，看護

の質を証明するものもなくなってしまう。し

たがって，当時から評価や証明という概念が

あったものと推察される。しかし，記録の実

際としては，時間軸に沿って行われた治療や

看護ケア，処置を記述するレペルであり，今

回で言う看護の質保証のための記録にはなり

得ていなかったであろう。

べきだと述べられていろ。ＡＢＣのＡは病気

の人間がどういう存在であるかを知ること，

Ｂは病気の人間に対してどのように行動すべ

きかを知ること，Ｃは自分の患者は病気の人

間であって動物ではないとわきまえることで

ある')。

そして看護とは，新鮮な空気，陽光，温か

さ，清潔さ，静かさなどを整え，これらを生

かして用いること，また食事内容を適切に選

択し適切に与えること－こういったことの

すべてを，患者の生命力の消耗を最小にする

ように整えることを意味すべきであるとして

いる2)。また，看護師は責任をどのように遂

行するかを知っている人で，看護は特殊な専

門の仕事なのであるともしている3)。

これはまさに看護の質を説いているもので

あり，今もなお看護専門職が目指している目

標でもある。このように，ナイチンゲールは，

今日の看護の質の在り方に大きな影響を及ぼ

していろ。近代看護の創始者と言われる所以

である。

２)看護実践を記録に残すという

思考

1960年代にわが国の看護記録に影響を与

えたと考えられるものに，看護教育に使われ

たテキストがある。当時のテキスト『看護学

全書一基礎看護学（第３版)』4)をひも解い

てみよう。

「患者の記録」の節には，患者についての記

録を病床曰誌（Chart）として，その意味と

目的が６項目挙げられている。それらは，次

のとおりである。

①患者自身および家族の健康上の歴史

②患者の病気そのものの正確な記録

S)看護過程

1970年代ごろになると，看護と看護記録の
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評価に影響を与えるものとして，看護過程が

登場する。看護過程は，今日でも用いられて

いる看護の方法論としてのシステムである。

そのシステムの導入によって，問題解決的ア

プローチが主流となり，「アセスメント」「計画

立案」「実践」「評価」の４つの段階を記録に反

映させるべく，看護記録をどのように書くか

が見直された。「看護過程」については，本シ

リーズの第１回（本誌VOL16,No.１，Ｐ､３～

９）を参照していただきたい。

看護過程を活用することによって，看護実

践がシステムとして予測性や仮説を持って問

題志向的に展開されるようになったのは，画

期的なことであったと思う。また，看護過程

のサイクルに「評価」というステップが位置

づけられていることから，「看護を評価する」

という考え方が浸透し，定着していったので

はないだろうか。

しかし，看護過程の理論には記録システム

がなく，記録の方法や形式が提示されていな

い。そのため，各医療機関（以下，病院）が

独自に看護記録の方法や形式，あるいは様式

を開発して用いる必要があり，看護記録を活

用してどのように看護実践を評価するのかも，

それぞれの病院独自のやり方で行われるよう

になっていったと考えられる。

たのも事実である。というのは，ＰＯＳは医学

モデルとして開発されたので，問題表記が

｢＃・糖尿病」「＃、心筋梗塞」のような診断

名であるにもかかわらず，看護師はその表現

を受け入れざるを得なかったからである。

｢それは診断名でないか」「それは看護の問題

だろうか」「医師との協同問題とすれば，受

け入れやすいのではないか」といった疑問や

提案が出されていた。やがて，医師の記録と

看護師の記録が明確に区別されるようにな

り，混乱は沈静化していったのである。

ＰＯＳでは，「データベース」「問題リスト」

｢初期計画」「経過記録」「監査」という仕組

みで記録するので，看護過程と非常に類似し

た思考過程を踏んでいる。しかし，看護過程

とは概念や理念の発展ルーツが異なっている

ため，多少の混乱が生じるのは否めない。

そして，ＰＯＳで特徴的に看護記録に影響を

与えたのは，経過記録をSOAPで記録すると

いうことである。経過記録をSOAPで記録す

ることは，今日では定着してきている。看護

実践を看護記録から評価する場合，なぜそう

考えたのかという看護の考え方や判断の記録

がなければ，評価しにくい。しかし，「Ａ」の

項目でアセスメントすることで，看護の考え

方や判断が問題ごとに明記されることになる

ため，SOAPが適切に用いられれば，看護判

断が記録に残ることから，評価がしやすくな

る。さらに，POSでは「監査」がシステム化さ

れており，仕組みとして監査されることになる

ため，看護実践を評価できるのである。ＰＯＳ

の「監査」については，STEP２（Ｒ１６～１８）

で確認してみよう。

4)ＰＯＳ

次に看護と看護記録の評価に影響を与えた

のは，POSである。POSについては,本シリー

ズの第４回（本誌VOL16,No.４，Ｅ３～11）

で紹介している。POSはまさに記録システム

であるため，看護記録を書くには好都合で

あった。

しかし，POSによって一時期，混乱を来し

一一可
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5)看護診断 このように，どの看護理論を概念枠組みに

活用するかも，看護実践と看護記録の評価の

在り方に影響を与えると考えられる。

看護師が看護過程で看護上の問題を明確に

意識化し，ＰＯＳで問題を「＃」で表して問題

リストを作成することに慣れてきたことで，

1980年代ごろから看護診断の影響を受け入れ

られるようになってきたと考えられる。看護

診断については，本シリーズの第２回（本誌

VOL16,No.２，Ｐ３～10）で紹介していろ。

今曰では，看護過程のプロセスに看護診断

が取り入れられ，「アセスメント」「看護診断」

｢計画立案」「実践」「評価」の５つのサイク

ルが定着してきていろ。そして，経過記録を

SOAPで記録する病院が増えてきていると推

察される。

看護診断することは，看護の立場から患者

の健康上の問題を明確にすることであるため，

看護判断の根拠を示し，その適切性を含めて

看護実践を客観的に評価するように思考が機

能するようになる。したがって，看護診断に

より，看護実践を評価するという思考が育つ

のではないかと考えられろ。

７)クリティカルシンキング

物事を推し進めていく場合,盲目的に受け入

れるだけでなく，批判的に見つめることも必要

である｡批判的に見つめながら思考することを，

クリティカルシンキング(CriticalThinking）

という。クリティカルシンキングは看護過程

と共に用いられる批判的な思考で，次の５つ

のモードに概念化される5)。

①全面的な想起（TOTALRECALL）

②習慣（HABITS）

③吟味（INQUIRY）

④新しいアイデアと創造(NEWmEASAND

CREATIⅥⅣ）

⑤自分がどのようにして考えるかを知るこ

と（KNOmNGHOWYOUTHINK）

との批判的な思考の５つのモードは，それ

ぞれの頭文字を取って「T､ＨＬＮ.K」で表さ

れる。

また，クリティカルシンキングは批判的に思

考するだけでなく，よい思考の習慣を身につけ，

よりよく考えることによって，新しい見方がで

きるようになり，理解を深めていくことを可能

にする6)。知的基準に基づいて系統的に物事

を考える思考の自己鍛錬でもあるのである．

看護過程を展開する時に看護師の頭脳活動

として生じる系統的な思考によって，看護師

は効果的かつ効率的にアセスメントし，計画

を立案し，実施したことを評価する。その過

程での看護師の思考が記録に表現されるなら

ば,『その記録を読むことで，どのような看護

が提供されたのか，看護の質が判断できる。

e)看護理論

上記１)～５）とは異なる視点から，看護や

看護記録と評価に影響を与えたものに，アセ

スメントや看護診断をする時に概念枠組みと

して使う看護理論が挙げられろ。概念枠組み

にどの看護理論を使うかによって，看護記録

の方法や形式が決定づけられるからである。

例えば，概念枠組みにヘンダーソンの看護

の14の構成要素を用いるか，ゴードンの１１の

機能的健康パターンを用いるか，NANDAの看

護診断を用いるかによって,看護記録の方法や

形式は異なってくる。その選択と意思決定

は,それぞれの病院の看護部に委ねられている。
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思考が看護実践となり，看護実践が記録され

ることで，記録と結果から看護の質が簡単に

評価できるのである。

このように，クリティカルに看護実践と看

護記録を見つめることは，看護師の思考と実

践,記録が適切か否か,妥当性があるか否か，

根拠に基づいているか否かを吟味することで

もあるため，クリテイカルシンキングはまさ

に看護実践と看護記録の質の評価に直結して

いろと言える。

り，またインフォームドコンセントによって，

患者が治療やケアを選択して意思決定し，納

得して治療やケアに協同者として参加するこ

とになるからである。

情報開示に即応して1995（平成７）年に日

本看護協会から出された「看護記録及び診療

情報の取り扱いに関する指針」では，「看護

実践の一連の過程は記録されろ。看護職者の

思考と行為を示すものである。吟味された記

録は，他のケア提供者との情報の共有や，ケ

アの連続性，一貫性に寄与するだけでなく，

ケアの評価やケアの向上開発の貴重な資料と

なる｣7）と明示されている。まさに，記録そ

のものが，評価の対象となる資料なのである。

S)時代の要求

以上で述べてきたもの以外にも，時代の要

求により発生してきた看護の方法や記録シス

テムなど,看護と看護記録の評価に影響を与え

てきたものがある。それは，フォーカスチャー

テイング（本シリーズ第４回：本誌VOL16,

No.４，Ｅ３～11参照)，クリティカルパス（本

シリーズ第５回：本誌V01.16,No.５，Ｅ３～

11参照)，患者の生活の側面を重視したKＯＭＩ

チャートなどである。これらは，時代の要求

に応じて看護実践や看護記録として開発さ

れ，導入されてきたものである。

そして今曰，看護記録に大きく影響を与え

ているものに電子カルテがある。電子カルテ

をシステムとして機能するように駆使する時，

患者と家族，そしてほかの医療従事者からの

評価を意識しておく必要がある。なぜなら，

電子カルテは，多方面から同時に閲覧するこ

とが可能だからである。

また，時代は情報開示を求めている。情報

開示の一環としてのカルテ開示とインフォー

ムドコンセントも，看護と看護記録の評価に

影響を与えている。なぜなら，カルテ開示に

よって看護内容そのものが評価されることにな

以上で見てきたように，看護実践は多方面

からの影響を受けながら発展してきており，

評価という概念も定着してきている。なぜな

ら，看護実践を可視化するのは看護記録であ

り，看護記録を読めば，看護実践が評価でき

るからである。看護の質を保証し，看護実践

を評価するためには，看護記録に適切に，正

しく記録されているかを評価することが必要

である。

■看護記録の煩雑さへの反省
それぞれの看護師が生きてきたその時代，

その時代で，よりよい看護を目指して業務改

善に精いっぱい取り組み，努力してきた。に

もかかわらず，こと看護記録となると，多く

の課題が今なお残されている。これまで看護

記録の工夫と改良に数多く取り組まれてきた

ことは事実であり，その努力には敬意を表す

るが，果たして看護の質はそれに伴って向上
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記録の監査体制を整備する9）と，看護記録の

管理を定めている。これによって，看護記録

の評価は義務づけられたと解釈される。義務

づけられたからには，それが適切に行えてい

るかを評価するのは，当然必要なこととなる。

したのだろうか。今もなお，看護記録の非効

率性の問題が存在しているのである。

看護師は，看護記録としてデータベース，ア

セスメント，問題リスト，初期計画，経過記

録，看護サマリーなど，５，６種類以上の記

録類を書いていろ。「看護実践を記録するこ

とは，看護師にとっては苦痛でもある」とい

う声を聞いたことがある。この声は，看護師

の正直な思いなのかもしれない。看護記録は

確かに，看護実践を証明するもの，看護実践

を評価するものとして重要な資料ではある

が，今曰，あまりにも煩雑になってはいない

だろうか。重複記録はないか，簡素化できる

ものはないかといった視点から改善が求めら

れているのである。

また，「看護実践は勤務時間内に行い，看

護記録は勤務時間外に行う」というような実

態が，暗黙のうちに受け入れられているよう

だが，この考え方自体を是正する必要がある

のではないだろうか。それでは，「看護師が

記録に費やす時間が非常に多い」という課題

を，どのように解決したらよいのだろうか。

ここで重要になるのが，看護実践と看護記

録の評価である。

■病院機能評価ﾏﾆｭｱﾙ
から見た評価

これまで述べてきたように，よりよい看護

を提供するために，看護実践を的確に評価す

ることが極めて重要な課題であることが確認

された。看護だけではなく，病院が自らの医

療機能を明確にして，患者に提供する医療を

自主的に評価することは，医療や看護の質の

向上という観点から，非常に有益なことであ

る。この趣旨に従って，曰本医師会は厚生省

(現厚生労働省）健康政策局と諮って，「病院

機能評価に関する研究会」を1985（昭和60）

年に組織し，検討を開始した。その後，１９８７

(昭和62）年に「病院機能評価検討委員会」

を発足させ，１９８９（平成元）年には『病院機

能評価マニュアル』を発行し，２００４（平成

16）年には第10刷が発行されている．

それによると，「Ｉ・基本的事項」「11.地

域ニーズ」「Ⅲ、患者の満足と安心」「Ⅳ、診

療の学術性」「Ｖ・病院運営管理の合理性」

の５項目を評価する仕組みになっていろ。看

護を直接的に評価するものは，「Ⅳ、診療の

学術性」のなかの，〈18．看護サービスの質

の評価を行っていますか〉とく19．看護マ

ニュアル．看護指針を整えて，定期的に見直

していますか>IC)の２項目である（表１）。

看護に関する評価が２項目と少ないのは，ほ

かの評価項目，例えば病院のこれからの課題

露看護記録を評価する
必要性と義務

先述したように，日本看護協会は「看護記

録及び診療情報の取り扱いに関する指針」の

なかで，記録について「看護実践の一連の過

程は記録される｣8）と規定し，看護記録を看

護者の責務として位置づけていろ。そして，看

護記録の質の保証と向上のために，看護記録

に関する施設内の基準・手順を作成し，看護

看護きろくｖｏＭ６ｎｏ､７８



⑫表１病院機能評価の看護に関する評価：Ⅳ－１８とⅣ-19の解説團
圓

Ⅳ-19．看護マニュアル・看護指針を整えて，定期的
に見直していますか

Ⅳ-18．看護サービスの質の評価を行っていますか

積極的に行っている

行っている

特に行っていない

ａ・定期的に見直している

ｂ、必要に応じて見直している

c，看護指針等は特に整えていない

●
●

ａ
．
」
、

Ｃ、

看護内容の善し悪しは，患者の入院生活に影響を及
ぼすことから，その水準と妥当性の評価は十分に検討
されているか。、

看護の質の評価の要点は，個々の患者の病状に見
合った看護計画の立案，患者の看護ニーズや医師の指
示に基づく適切な看護量の割り当て，看護の優先度や
手順の確立等。

実際の評価の要素には，看護管理者の観察，看護記
録の検討，看護の症例研究会，患者の満足度等を考え
る。

個別の問題点は，適切な委員会を設けて評価・検討
する。評価の結果明らかになった問題点は，教育・研
修活動等を通じて改善するように努力する。

適切な看護サービスの提供には，個々の患者の病状
に応じて看護目標を設定し，看護ニーズと医師の指示
に見合った看護計画と看護手順を作成する。

看護マニュアル，あるいは看護指針（以下「看護指
針等」という）を整える。

患者の病状や医師の指示に対応するための看護指針

等は，病院の方針や看護の技術の進歩等によって定期
的に見直す。

明確な根拠もないままに習慣化している看護方式

は，できるだけ早い機会に見直し，看護指針等を整備
する。

門
」
ら

1．看護計画の適切さ，ニーズに合った看護サービス
の実施，看護手順の確立等の点について評価が行
われ，その結果が看護サービスの改善に役立てら
れていれば，積極的に行っているといってよい。

1．明確な看護指針等があり，定期的に見直されてい
れば望ましいことと評価される。

Ⅲ
唱
嚢
｝

｜
ロ 2．このような視点に立って何らかの評価的作業が行

われ，その問題点が管理者にわかるようになって
いれば一応よいといえよう。

2．看護指針等があり，問題が生じたときに見直して
いる場合がかなり多いと思われるが，看護サービ
スの評価的作業の結果に基づいて定期的に改定さ

れれば，看護サービスの向上が期待できよう。

3．評価についての問題意識がなく，具体的な評価作
業が行われていない場合は，看護サービスのあり
方について関心をもつようにして，まずその問題
点の有無の検討からはじめなければならない。

3．看護業務の手順や方針を見直す機会がなく習慣化

の傾向が強い場合には，改めて問題を洗い直す必
要があろう。

日本医師会・厚生省健康政策局指導課監修：病院機能評価マニュアル，Ｐ､130～132，金原出版，2004.

としての具体的な目標，患者情報についての

守秘義務，病床管理を円滑に調整する体制，

患者への防災・安全対策，患者満足度など，

病院が取り組む事項は，看護部としても当然

評価しなければならないと解されているから

と受け止められる。

とはいうものの，看護記録そのものについ

ては評価項目に挙がっていないので，病院の

機能評価の一部として，看護サービスの質を

評価することで，看護記録を評価することに

なるのではないだろうか。しかしながらやは

り，これらは医師の立場から病院の機能を評

価する仕組みとして考案されたものであるた

め，今後は，看護師の立場から看護記録の評

価という項目を設定するように提案していく

ことも必要となるだろう。

鰯病院看護機能評価
マニュアルから見た評価

曰本看護協会の看護記録開示に関する検討

プロジェクト委員会の見解によると，看護記録

の機能として，次の３つが挙げられているu)。

①看護の実践を明示する。

②患者にケアを提供する際の指針となる。

③医療者間および患者●医療者間の情報交
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換手段となる。

つまり，看護記録では何を評価するのかと

いう時，この３機能を評価するというのが一

つの考え方となる。

曰本看護協会は1983（昭和58）年に，病

院における看護機能を自己評価する評価基準

について医療保険制度検討委員会で検討し，

病院看護機能評価表（147項目）と，適切に

かつ客観的に評価するための手引書『病院看

護機能評価マニュアル』を発行した。看護の

質を看護師が自ら評価するという意義は大き

いと考えられることから，看護師が率先して

看護の質を自ら評価するように，患者への看

護過程の適用状況と看護の成果を評価するこ

とを重視しているのである。

病院看護機能評価表による評価のカテゴリー

は，「１．看護サービスの組織に関する機能」

｢２．看護職員の活用に関する機能」「３．患者

サービスに関する機能」「４．看護サービスの

運営に関する機能」「５．看護サービスの質

に関する機能」「６．患者個人への看護に関

する機能｣12)の６カテゴリーである（表２)。

⑨表２病院看護機能評価表

サフカー

１．看護部の理念と目標

２．組織と運営

３．教育

４．研究

５．能力開発

６．設備と環境

７．就業規則

８．人員基準

９．看護基準．

１０．地域サービスのシステム

１１．統計資料

１２．労務管理

１３．勤務配置

１４．業務改善と効率化

１５．看護の継続性

１６．看護方式

１７．患者の安全性

１８．患者の満足度

１９．患者の個別性の尊重

２０．看護計画

新・病院看護機能評価マニュアル，Ｐ､６～１０，

１～４

５～２１

２２～３１

３２～３６

３７～４１

４１～５５

５６～６２

６３～６８

６９～７３

７４～７９

８０～８３

８４～９４

９５～９９

１００～１０４

１０５～１０８

１０９～１１１

１１２～１２１

１２２～１２９

１３０～１３４

１３５～１４７

1．看護サービスの組織に関する機能

2．看護職員の活用に関する機能

3．患者サービスに関する機能

4．看護サービスの運営に関する機能

5．看護サービスの質に関する機能

6．患者個人への看護に関する機能

日本看護協会編：ナーシング・マネジメント・プックス（１） 日本看護協会出版会，2001.
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ニュアル』（曰本看護協会出版会）を参照し

ていただきたい。

さらに，カテゴリーは20のサブカテゴリーに

区分され，147の小項目が評価対象となって

いろ。評価区分は，「はい」「やや（ある程度，

不十分)」「いいえ」の３段階で，「該当せず」

と「目標達成計画」の欄がある。

ここで，内容を少し確認してみよう。「1．

看護サービスの組織に関する機能」にはサブ

カテゴリーとしてく看護部の理念と目標><組

織と運営>，「２．看護職員の活用に関する機

能」にはく教育〉〈研究〉〈能力開発〉がある。

｢３．患者サービスに関する機能」にはく設

備と環境〉に“看護評価委員会を置き，活動

していますか，，があり，「４．看護サービスの

運営に関する機能」にはく統計資料〉〈労務

管理〉〈勤務配置〉〈業務改善と効率化〉があ

る。「５．看護サービスの質に関する機能」に

はく看護の継続性〉に“患者の退院記録を整

え，外来に継続していますか，,がある。「６．

患者個人への看護に関する機能」は，〈患者

の個別性の尊重〉〈看護計画〉の２つのサブ

カテゴリーに区分され，〈患者の個別性の尊

重〉には“患者個々の看護に必要な記録があ

りますか，，“外来患者の看護記録を整えてい

ますか，，などがある。〈看護計画〉には，“患

者個々の看護計画を立てていますか，，“患者

個々の看護実践を評価していますか，'“患者

個々に看護目標の達成度を評価しています

か，，などがある。

しかし，ここで挙げた項目は少し抽象度が

高いと思われるので，具体的に何をどのよう

に評価するかについては，それぞれの病院で

マニュアルを参考にしながら，自院に適合し

た項目を設定して評価していくことになる｡

評価の実際では，『ナーシング・マネジメン

ト・ブックス（１）新・病院看護機能評価マ

■日本医療機能評価機構
による評価

わが国では，少子高齢社会を迎え，疾病構

造の変化や情報化社会の進展，高度先端医療

に見られる医療技術の進歩・推進などによ

り，国民の保健医療に対する関心や要求がま

すます高まっている。その一方では，絶え間

なく医療事故が発生し，医療に対する不信感

も存在している。今まさに，安全性と安心性，

信頼性に基づく，適切で良質な医療と看護の

保証が求められているのである。

質保証の時代である今曰，医療や看護では

質の改善による向上を目指しており，役割機

能や業務改善が図{られたかどうかを判断する

には，質評価が不可欠となる。医師や看護師

は専門家であると自負しているが，専門家で

あるならば，自己評価をしたり，同僚評価や

第三者評価を受けたり，社会からのチェック

を機能させたりするのは当然と考えられる。

実際に病院では，患者と家族に質の高い医

療を効率的に提供することを目指して，質向

上に努め，自院の機能を評価する，いわゆる

自己評価が行われていると推察されろ。しか

し，自己評価では適切に，かつ確実に評価で

きたかという信懸性に欠けることもあるため，

第三者による評価を導入する必要がある。

このような社会背景を受けて1995（平成

７）年に設立されたのがウ曰本医療機能評価

機構（JapanCouncnfbrQualityHeahhCale）

である。日本医療機能評価機構は，試行運用

期間を経て，１９９７（平成９）年から本審査

看護きろくvol､1６，０７ 1１
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◎表３曰本医療機能評価機構による評価の期待される効果

①医療機関が自らの位置づけを客観的に把握でき，改善すべき目標もより具体的･現実的なものとなる。

②医療機能について，幅広い視点から，また蓄積された情報を踏まえて，具体的な改善方策の相談・
助言を受けることができる。

③地域住民，患者，就職を希望する人材，連携しようとする他の医療機関への提供情報の内容が保証
される。

④職員の自覚と意欲の一層の向上が図られるとともに，経営の効率化が推進される。

⑤患者が安心して受診できる医療機関を増やすことになり，地域における医療の信頼性を高めること
ができる。

日本医療機能評価機構ホームページ：当機構について，第三者による評価の必要性より

院はあったが，病院全体の医療サービスの提

供が承認され，ISO9001：2000を取得したの

は，熊本大学医学部附属病院が本邦初である。

これからは，看護の質を自己点検によって

自己評価する必要性と第三者評価を受ける意

義をしっかりと受け止め，看護実践と看護記

録の質に反映させていかなければならない。

が稼働した。

日本医療機能評価機構の目的は，医療機関

の機能を学術的観点から中立的な立場で評価

を行い，その結果に明らかとなった問題点の

改善を支援し，医療機関が質の高い医療サー

ビスを提供していくための支援を行うことで

ある'3)。日本医療機能評価機構が第三者とし

て評価する効果として，表Ｓに示す５つが期

待できるとしていろ。 引用・参考文献

１）Ｆ・ナイチンゲール箸，薄井担子他訳：看護覚え

書，改訳第６版，Ｐ､230,現代社，２００２．

２）前掲１)，Ｐ､１５．

３）前掲１)，Ｐ､７９．

４）吉田時子：看護学全書一基礎看護学，第３版，

Ｐ､136～145,メヂカルフレンド社，１９６７．

５）MGaieRubenfeld箸,中木高夫他監訳：クリテイ

カルシンキングー看護における思考能力の開発，

Pjv，南江堂，１９９７．

６）岩淵泰子他：看護管理者が確認しておきたい看

護用語20,看護，ＶＯＬ58,No.９，Ｐ､68,2006.

7）日本看護協会編：日本看護協会看護業務基準集

2005年，Pd215，日本看護協会出版会，２００５．

８）前掲７)，Ｐ､204.

9）前掲７)，Ｐ､218.

1o）日本医師会・厚生省健康政策局指導課監修：病

院機能評価マニュアル,Ｐ､37,38，金原出版,2004.

11）井部俊子他監修：看護記録のゆくえヨ看護記録」

から「患者記録」へ,Ｐ､147，日本看護協会出版会，
２００１．

１２）日本看護協会編：ナーシング・マネジメント・

プックス（１）新・病院看護機能評価マニュアル，

Ｐ､６～10，日本看護協会出版会，2001.

13）日本医療機能評価機構ホームページ：当機構に

ついて，第三者による評価の必要性

http:"jcqhc､or.』p/html/about・hbm（2006年９月閲覧）

14）伊賀六一：日本医療機能評価機構の現状,看護，

VOL55,No.３，Ｐ､44,2003.

15）前掲10)，Ｐ､130～132.

鼈おわりに

日本医療機能評価機構から認定証を取得し

た病院は，２００２（平成14）年12月１９日現在

で816病院'4)であったが，２００６（平成18）

年６月１９曰現在では2,097病院'3)となり，大

幅に増加してきていろ。これからも認定証取

得病院は，ますます増加すると推察されろ。

近年では，国際的に共通の基準で評価しよ

うとする国際標準化機構(ISO：Intemational

OIganizationfbrStandaldization)からISO9001

を取得し，標傍している病院も出てきていろ。

ちなみに，熊本大学医学部附属病院は，２００３

(平成15）年３月に医療サービスの提供につ

いて承認されている。これまで，国立大学病

院では一部の部署に対してISOを取得した病

看護きろくvoll6no､７1２




